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●災害の一年、悔いなく１２月議会へ 

 「年賀状」が売り出され、年末商戦が始まってい

ます。３月の大震災、９月の集中豪雨や台風被害・・、

日本災害列島の一年が、あと２ヶ月となりました。

亡くなられた尊い人命の無念さに応えるためにも、

地方議会人として１２月議会に向けての奮闘を期待

するものです。 

 

 防災基本計画見直し（Ｐ5）、防災計画見直しの視

点（Ｐ26）の動きの中で、５分避難ビル不足（９月

号Ｐ102）という大きな課題があります。一方で市

民の連合町会による民間マンションを避難場所に

（Ｐ13）への動きなどが目立ちます。 

 

 特に災害弱者と言われる障がい者の防災対策（Ｐ

79）、また災害対策に女性の視点（Ｐ6）防災対策に

女性の視点を（Ｐ48）、急がれる病院の耐震対策（Ｐ

47）や帰宅困難者対策（Ｐ56）迅速な災害情報で

市民守れ（Ｐ39）、文科省が来年度予算に大幅に反

映しようとしている学校は地域の防災拠点（Ｐ86）、

学校を防災拠点に（Ｐ99）など大事なポイントです。 

 

 また、これがハグだ！（Ｐ77）を自治体でモデル

的に実際にやってみることは大事です。あなたの町

内会でやってみるとよくわかります。 

 

●原発、がれき処理、対象自治体拡大  

 あるゼネコン（大手建設会社）の元幹部で原発建

設に携わってきた方との会話―「建物には必ず耐用

年数がある。原発にその時が来たらどうするんです

か」と聞いた。曰く「核反応を止めても燃料棒の中

には、核反応でできたいろいろな物質が詰まってい

て熱を出し続ける。それを少しづつ冷やすのに 30

年はかかる。それからコンクリートで固めてなかの

放射線を封じ込めて 100 年。それを少しづつ壊して、

廃炉にしていくのに 10 年・・・・、途方もない年

月を要するのだ」という。 

 

その意味で原発事故コスト、官民大差（Ｐ106）

は貴重な問題提起です。 

 

 その原発事故のがれきをどうするか！？がれき広

域処理、住民説明に汗を！（Ｐ46）でとの主張はそ

の通りだが、現場の自治体ではどうか！住民理解に

高い壁（Ｐ94）、がれき受け入れ量調査（Ｐ102）

で愛知県が国に「具体的な処理の基準などを示せ」

との質問書を提出しているが、これが実態だろう。

復興支援に協力したいが、住民に不安をぬぐいきれ

ないというジレンマに陥っています。皆さんのまち

ではどのような判断がなされようとしているのでし

ょうか。 

 

 併せて、原発防災圏 30 ㌔に拡大（Ｐ101）は、

関係自治体に混乱を引き起こし、ここでも国の原発

の安全基準を示さないまま、避難基準だけをとりあ

げている矛盾を示しています。 

 

●台風被害から教訓を生かせ 

 台風、突きつけた課題、名古屋住民避難に課題（Ｐ

100）は、９月号の増加する深層崩壊（９月号Ｐ.72）、

災害現場は語る（9 月号Ｐ93）と併せて、我がまち

に照らして施策の展開を。同時に津波発生、消防団

の犠牲防げ（Ｐ108）では、防潮扉、自動化を検討

が急務です。また、消防団分業時代（Ｐ109）は見

逃せない地方の重要な課題です。 

 

 今月も被災地を走った大熊町安田トヨ議員（Ｐ3）、

潮来市柚木議員（Ｐ38）、南相馬市志賀議員（Ｐ20）、

走りぬいた行政区長の７ヶ月（Ｐ70）は重いレポー

トです。 

 

●地域経済、雇用対策は待ったなし 

 対応が急がれる非正規労働者の待遇改善（Ｐ10）、

グローバル人材育成の課題（Ｐ14）、若年雇用実態

調査（Ｐ28）、フェイスブックで就活支援（Ｐ61）、

女性の再就職を応援（Ｐ82）から日本経済の空洞化

（Ｐ90）ストップ産業空洞化（Ｐ103）などと併せ

て地域経済活性化と雇用対策に政策展開を望みたい。

また雇用のセフィティネットとしての求職者支援制

度（Ｐ110）が１０月から新たな制度でスタートし

ています。 

 

●ＴＰＰ、年金問題、介護保険 

 アジア経済と日本（Ｐ50）をベースにＴＰＰって

何？関税撤廃し活性化（Ｐ51）、ＴＰＰ強行突破は

許されない（Ｐ68）、ニュース教室ＴＰＰ（Ｐ84）

などで正確な理解と併せ、農業再生へ建設的議論を

（Ｐ112）を参考に。 

 

 また、厚労省が問題提起した年金受給の延長など

（Ｐ93，Ｐ98、Ｐ111）マスコミが報じましたが，

坂口元厚労大臣の「見直しの必要ない」（Ｐ66）と

の反論がありますが、地方で判断するのは難しいも

んだいです。民主は年金改革の旗を降ろせ（Ｐ24）

にこそ問題の本質があるように思われます。 

 

 最後に介護保険制度が発足して１０年、地域包括

ケアシステムに重点が移ります。資料を載せました。

是非ともご一読を。 

  

  

 

 



【今月の議会テーマ】 

 

Ⅰ、国の防災基本計画の見直しの動きと我がまちの

防災対策について 

 東日本大震災を受け、中央防災会議の専門調査会

は９月２８日、最終報告をまとめました。 

 今後の津波対策では①甚大な被害をもたらす最大

級のもの②津波高は低いものの大きな被害をもたら

すものの二つのレベルを想定し、あらゆる可能性を

考慮して対策の対象とするよう訴えている。 

 また、報告書は津波対策について「地震から５分

を目安に、原則として徒歩で避難できる街づくり」

を求めています。また、大津波に襲われても社会・

行政機能が失われないよう、病院や役所を浸水の危

険の少ない場所に作るよう提案しています。 

 国の防災基本計画の変更は、そのまま私達、自治

体の防災基本計画の見直しにつながります。大震災

から８か月を経過し、我がまちでも行政の総合力で

「災害に強いまちづくり」が進められていますが、

以下伺います。 

（1）最終報告をまとめた河田座長は「地震や津波に

は歴史性、地域性があるので各自治体が地域性に応

じた対策を」求めているが、我が地域の歴史性、地

域性をどのように認識し、我が地域の防災計画に反

映していくのか伺う。 

（2）津波被害の軽減へ「５分で避難できるまちづく

り」が提起されているが、津波避難ビルも少ない現

状の中で、どのような対策を考えておられるか、ま

たそのためには財政負担のあり方も問われます。考

え方を伺いたい。 

（3）.震災時の情報伝達については防災行政無線、

瞬時警報システム、テレビ、ラジオ、携帯電話、ワ

ンセグなどのあらゆる手段を活用する体制の整備が

求められています。さらには広域停電などを想定し

た対応も必要です。考え方を伺いたい。 

（4）東日本大震災が発生した３月１１日、そして大

型の台風１５号が関東地方を直撃した９月２１日。

首都圏では、ほとんどの交通機関がストップしたた

め、多くの帰宅困難者が生じた。我がまちの大規模

災害発生時の帰宅困難者対策について伺う。 

（5）東北の大震災では災害拠点病院の 94％がもの

病院が損傷した事実があります。「自然災害の犠牲者

ゼロを目指すための総合プラン」（08/4 中央防災

会議）のためにも我がまちの病院の耐震対策につい

て 

（6）特に、夜間に震災が発生した場合の避難方法の

検討や要援護者を安全に避難させる手段の確保につ

いてもルールを確立する必要があります。対策を伺

う。 

（7）避難所では赤ちゃん用救援物資や、女性用化粧

品、間仕切りや着替えスペースなど「女性の視点」

が不可欠です。どのように具体化する考えか伺いま

す。 

（8）災害弱者を守るのも「政治の責務」です。安否

確認体制の整備や支援体制の強化など障がい者の側

に立った具体策について伺う 

（8）文科省は来年度予算の概算要求で学校の避難所

機能の強化や防災教育の充実など防災強化事業を多

く盛り込んでいます。対応を伺いたい。 

【考えられる展開】 

（4）徒歩での帰宅者にトイレ、水道、情報提供など

の支援ステーションの設置。企業に食料・水の備蓄

を提案 

（7）国の中央防災会議（26 人）の女性委員は２人、

都道府県防災会議の女性比率が 4.1％という厳しい

現実がある。我がまちの防災会議の構成はどうなの

か。 

 また、女性局の防災行政総点検の結果を具体的な

数字と項目で問題提起していきたい。 

（8）避難してくるお年寄りや障害者に配慮し、出入

り口にスロープを設けるなどのバリアフリー化。和

式中心のトイレを洋式の節水型トイレに切り替える

事業、水や食料などを蓄える倉庫や、自家発電機の

設置、高台への避難路の整備、暑さ寒さを和らげる

ための高断熱化（たとえば窓ガラス用多機能フィル

ム）などの提案 

<<参考>> 

地方政治研究 

Ｐ4、防災基本計画見直し、Ｐ5、防災行政総点検始

まる、Ｐ13，津波被害から市民を守る、Ｐ26、防

災計画、見直しの視点、Ｐ47，急がれる病院の震災

対策、Ｐ55、防災対策に女性の視点を、Ｐ.56、災

害時の帰宅困難者対策、Ｐ79、障がい者の防災対策 

Ｐ82、政府の震災対応 

Ｐ86、学校は地域の防災拠点 

 Ｐ99、学校を防災拠点に 

公明新聞 

10/14 １面「災害対策、女性が先頭に」 

 

 

Ⅱ、相次ぐ豪雨災害と我がまちの防災対策について 

 ３・11 東北大震災が「災害列島日本」を象徴して

いるように、今年の夏は台風１２号が記録的豪雨で

各地で深層崩壊を起こすなど想定外の土砂災害をも

たらし、100 人に迫る死者、行方不明者をだし、最

悪の人的被害を出しました。 

 また、台風１５号では名古屋市内では 100 万人を

超える住民に避難勧告や指示が出され、様々な課題

が提起されました。 

 未曾有の災害からどう住民の命を守るのか、以下、

伺います。 

（1）国交省によれば、土砂災害の危険個所は全国に

約 52 万カ所（1613 市町村）ですが、土砂災害防

止法に基づく都道府県知事による警戒区域への指定

状況は、昨年6 月時点で約 18万カ所（910 市町村）

にとどまっています。我がまちにおける土砂災害危

険個所はどのくらいあり、都道府県知事による警戒 



 



 
 

 

 

 



 


